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Gender Equality & Diversity
男女共同参画通信男女共同参画通信男女共同参画通信

　毎年 11月 12 日から 25 日までの２週間は，女性に対する暴
力をなくす運動期間として、女性の人権の尊重のための意識啓
発や教育の充実を図る取組が行われています。

　暴力は、性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許さ
れるものではありません。特に、夫・パートナーからの暴力、性
犯罪、売買春、人身取引、セクシャル・ハラスメント、ストーカー
行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するも
のであり、男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な
課題です。
　この運動期間をきっかけに、女性に対する
暴力について考え、暴力のない社会づくりを
進めましょう。

11月12日～25日は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

�� 問�まちづくり課　協働推進係　☎ 92-7935

DV・性犯罪・性暴力で悩んでいる方へ
つらいこと、不安なことはひとりで抱え込まず相談してください

女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク

アバンセ女性総合相談
�☎ 0952-26-0018

火～土 午前 9 時～午後 9 時／日・祝 午前 9 時～午後 4 時 30 分

性暴力支援センター・さが「さが mirai」 
☎ 0952-26-1750

月曜～金曜　午前 9 時～午後 5 時

ひとりで悩まず電話してください「女性の人権ホットライン」 佐賀地方法務局から

��問�佐賀地方法務局　人権擁護課　☎ 0952-26-2195

　法務局では、配偶者等からの暴力（ＤＶ）、職場等に
おける各種ハラスメント、ストーカー行為といった女性
をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける
専用電話相談窓口を開設しています。

　相談は無料で、秘密は固く守られますので、ひとり
で悩まず、お気軽にご相談ください。　

　また、11月15 日（水）～21日（火）は、全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間です。この期間中
は、平日の相談受付時間を延長するほか、土曜日・日
曜日も相談に応じます。

▽通常の受付時間
　平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

▽強化週間中（11 月 15 日～21 日）の受付時間
　平日 午前 8 時 30 分～午後 7 時
　土・日曜日 午前 10 時～午後 5 時

☎ 0570-070-810
ゼロナナゼロのハートライン

法務局職員や人権擁護委員が相談を受け付けます
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消費生活コラムvol.47

注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします
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交通安全
コラム
vol.51

 住民課
くらしの安心・安全係

☎ 85-8171

　SNS（交流サイト）で、自称外国人経営者という男性と
知り合った。男性と無料会話アプリでやりとりする中で、2
人の将来のため、紹介する投資サイトで投資するよう何日
か説得され続けた。
　少額を投資したところ利益が出て出金できた。元金が多け
ればもうけも多いと説得され、銀行や消費者金融から借り入
れて、合計約 500 万円を投資した。出金しようとしたところ、
資産の 15%（180 万円）を保証金として支払う必要がある
ため、50 万円をさらに借り入れた。残りの 130 万円につい
て勧誘者に相談していたところ、連絡が途絶えた。

　　　　（60 歳代 女性）

★  SNS やマッチングアプリ等で出会った外国人を名乗
る人物等から投資サイトを紹介され、投資したが出
金できないといった相談が増加しています。

★ 投資等のサイトを運営する事業者の実態がつかめな
い場合、被害回復は困難です。

★ 手口にピンときたら、それ以上支払
　わずに、消費生活相談窓口、警察等
　にご相談ください。

ロマンス投資詐欺が増加しています！

（参考：独立行政法人国民生活センター
「ロマンス詐欺が増加しています！」）

問�住民課　くらしの安心・安全係　☎ 85-8171

実際に起こった事例 ひとこと助言

　飲酒運転を根絶するために
は、飲酒運転が非常に危険な行
為であることを十分理解した上
で、運転者とその周囲の人が、
飲酒運転は「しない！」「させ
ない‼」という強い意志を持ち、
皆で協力すること
が大切です。

（参考：佐賀県警察ホームページ、警察庁 Web サイト）

飲酒運転をなくすためには

　平成 18 年 8 月、福岡県の海の中道で、加害者の飲酒運転による事故で幼児 3
人の命が奪われました。飲酒運転の怖さを世間に知らしめるきっかけとなった事
故であり、二度とこのような悲しい事故が起きないよう、飲酒運転を根絶するた
めの様々な活動が行われています。しかし、飲酒運転の罰則
が強化された今も、飲酒運転で検挙される人、飲酒運転で
交通事故を起こす人が後を絶ちません。

飲酒運転は絶対にしない！させない！！

　飲酒運転は、ビールや日本酒などの
酒類やアルコールを含む飲食物を摂取
し、アルコール分を体内に保有した状
態で運転する行為です。
　飲酒時には、安全運転に必要な情報
処理能力、注意力、判断力などが低下
している状態になります。具体的には、

「気が大きくなり速度超過などの危険な
運転をする」、「車間距離の判断を誤る」、

「危険の察知が遅れる」、「危険を察知し
てからブレーキペダルを踏むまでの時
間が長くなる」などの状態になること
です。

飲酒運転はなぜ危険なのか？
　警察庁の調べによると、令和４年中
の飲酒運転による死亡事故率は、飲酒
していない場合に比べ、約 7.1 倍も高
く、飲酒運転が極めて危険性が高い悪
質な運転行為であることがわかります。

飲酒なし 飲酒運転

死亡事故率の比較
（令和 4 年）

5.54%

0.78%

　飲酒運転や飲酒運転による交通事故
は、刑事罰（懲役や罰金等）、運転免許
の停止・取消、損害賠償責任、失職に
よる経済的負担、世間の非難による精
神的負担、家庭崩壊等の様々な代償を
払うことになります。

飲酒運転の代償
　また、自分が飲酒運転をしなくても、
飲酒している人に車を貸す行為、これ
から運転する人にお酒を出す行為、飲
酒運転する人の車に乗る行為を行った
人にも、厳しい処罰が科せられます。

約 7.1 倍 !!


